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新制度における地区街づくりプラン等の取扱いについて 

 

 

 

現行条例の構成 

 

 

 

冤 

新制度において、現行の「地区街づくりプラン」「地区街づくり団体」「街づくり市民団体」「街づくり推

進地区」「街づくり検討地区」の取扱いについて、右のように考えます。 
地区街づくりプラン（目標・方針） 現在５地区で目標・方針が策定 

○現行の地区街づくりプラン（目標・方針）は残し、まちの将来像（ビジョン）と同等のものとして（仮称）

都市づくりのマスタープランに位置づける 

・今ある地区街づくりプラン（目標・方針）は残し、変更・廃止は可能とする。新規はつくらない。 

※ビジョンには「ビジョンの検証・見直しの考え方」を記載するが、現行の地区街づくりプランには記載がない。プランを

ビジョンに移行する際に、「ビジョンの検証・見直しの考え方」「取組みたい具体的な内容」も含めて検討する。 

※地区街づくり団体が目標・方針に基づいて活動を行う場合は、街づくりプロジェクト（地区のルールづくり・運用型）と

して登録してもらい支援する。 

地区街づくり団体の登録 現在 10 つの地区街づくり団体が登録 

○新制度開始に伴い地区街づくり団体は廃止 

・地区街づくりプランをビジョンへ移行することにあわせて、新制度では地区街づくり団体の登録制度を廃止する。 

○地区のルールづくりに向けて地区住民が自主的な活動を行う場合、また、地区街づくりプラン（計画）の運

用を地区住民が行う場合は、それらの活動を「街づくりプロジェクト（ルールづくり・運用型）」として位

置づけ必要な支援を行う。 

※今後、ルール作りに取り組みたい地区が出てきた場合は、地区のルールづくりの取り組みを街づくりプロジェクトの一

つとして捉え、「街づくりプロジェクト（ルールづくり・運用型）」を位置づける。 

※「街づくりプロジェクト（ルールづくり・運用型）」は、対象区域の地区住民等が主体となって活動することが必要にな

るため、活動メンバーが地区住民により構成されていること等を要件とした上で支援する。 

街づくり市民団体の登録 「玉川学園地区まちづくりの会」1 団体が登録 

○新制度開始に伴い街づくり市民団体は廃止 

・街づくり市民団体の活動は、必要に応じて街づくりプロジェクトとして支援する。 

地区街づくりプラン（計画）及び街づくり推進地区 現在３地区で計画が策定。全て街づくり推進地区に指定。 

○現行の地区街づくりプラン（計画）及び街づくり推進地区は残し、一部をまちの将来像（ビジョン）と同等

のものとして（仮称）都市づくりのマスタープランに位置づける 

・今ある地区街づくりプラン（計画）及び街づくり推進地区は残し、変更・廃止は可能とする。新規の地区街づくりプラン（計

画）はつくらない。 

※プランの運用状況を確認しながら、地区計画、景観形成誘導地区、建築協定などの既存の制度の活用も案内していく。

既存の制度に移行した地区街づくりプランは廃止する。 

※全てが既存の制度に移行され、地区街づくりプラン、街づくり推進地区が無くなった場合は、条例上の地区街づくりプ

ラン、街づくり推進地区を廃止する。 

新制度における地区街づくりプラン等の取扱い 

街づくり検討地区 現在運用実績なし 

○新制度開始に伴い「街づくり検討地区」は廃止 

・運用実績がないため廃止する。今後、行政側から街づくりの検討が必要になる場合は、都市づくりのマスタープラン（地区

別パート編）の行政発意型の取組みとして実施し、街づくり構想を策定するなどしてマスタープランに位置づける。 
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